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六

大
分
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

出
願
の
年
月
日

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日

二

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

杵
築
市
大
字
片
野
字
三
月
田
一
一
五
〇
番
三
二
二
に
接
す
る
無
番
地
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
三
年
一
月
二
十
六
日

付
け
大
分
県
指
令
港
第
千
七
百
二
十
五
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線

（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
「
高
須
」
（
北
緯
三
三
度
二
四
分
〇
二
秒
四
三
八
〇
、
東
経
一

三
一
度
三
八
分
〇
〇
秒
七
三
五
九
）
か
ら
六
一
度
〇
八
分
一
三
秒
五
三
九
・
八
二
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
五
九
度
五
三
分
五
九
秒
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
八
九
度
五
三
分
四
五
秒
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
五
九
度
五
四
分
五
六
秒
一
九
八
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
八
九
度
五
四
分
五
八
秒
八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
五
四
分
五
六
秒
一
九
九
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
六
四
二
・
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

杵
築
市
大
字
片
野
字
三
月
田
一
一
五
〇
番
三
二
二
に
接
す
る
無
番
地
の
地
内
及
び
同
地
先
の
公
有
水

面
２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｆ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域Ａ
の
地
点

国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
「
高
須
」
（
北
緯
三
三
度
二
四
分
〇
二
秒
四
三
八
〇
、
東
経
一

三
一
度
三
八
分
〇
〇
秒
七
三
五
九
）
か
ら
六
〇
度
五
九
分
四
七
秒
五
一
六
・
六
八
メ
ー
ト
ル

の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
三
五
九
度
五
四
分
五
六
秒
二
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
八
九
度
五
四
分
四
七
秒
一
四
八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
五
四
分
五
五
秒
二
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
二
六
九
度
五
四
分
四
七
秒
九
八
・
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

令

和

四

年

第
三
四
五
号

九
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

一



○
労
働
委
員
会
告
示

み

う
ら

や
す

こ

三

浦

恭

子

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

一
級
建
築
士

平
二
六
・

二
・
一
二

い
し

も
と

け
ん

じ

石

本

健

二

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
製
鉄
大
分
労
働
組
合
組
合
長

令

四
・

二
・
二
二

は
や
し

だ
い

す
け

林

大

介

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支
部
支
部
長

令

四
・

二
・
二
二

し
ん

ぐ
う

た
か

し

新

宮

高

志

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

全
日
本
運
輸
産
業
労
働
組
合
大
分
県
連
合
会
執
行
委
員
長

令

二
・

二
・
一
七

を

み

う
ら

や
す

こ

三

浦

恭

子

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

一
級
建
築
士

平
二
六
・

二
・
一
二

し
ん

ぐ
う

た
か

し

新

宮

高

志

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

全
日
本
運
輸
産
業
労
働
組
合
大
分
県
連
合
会
執
行
委
員
長

令

二
・

二
・
一
七

や
ま

も
と

え
つ

こ

山

本

悦

子

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
大
分
県
連
合
会
女
性
委
員
会
委
員
長

令

四
・

九
・
一
三

い
し

も
と

け
ん

じ

石

本

健

二

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
製
鉄
大
分
労
働
組
合
組
合
長

令

四
・

二
・
二
二

は
や
し

だ
い

す
け

林

大

介

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支
部
支
部
長

令

四
・

二
・
二
二

○
公

告

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
一
七
九
度
五
四
分
五
一
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

三
三
、
一
〇
九
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

小
型
船
だ
ま
り
ふ
頭
用
地

六

縦
覧
の
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
別
府
土
木
事
務
所
並
び
に
杵
築
市
役
所

七

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
四
年
十
月
十
七
日
ま
で

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
五
号

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長

深

田

茂

人

「

」

「

に
改

」

め
る
。

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

大
分
県
デ
ー
タ
連
携
等
共
通
基
盤
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
八
月
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
九
州
支
店

支
店
長

阿

部

泰

朋

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
東
比
恵
三
丁
目
一
番
二
号

五

落
札
金
額

百
七
十
四
万
八
千
二
十
一
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
六
月
二
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
・
労
働
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

二
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保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
准
看
護
師

試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
日
時

令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

※
試
験
日
時
は
、
天
候
、
天
災
等
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

二

試
験
場
所

別
府
大
学

別
府
市
北
石
垣
八
十
二

三

試
験
科
目

人
体
の
仕
組
み
と
働
き

食
生
活
と
栄
養

薬
物
と
看
護

疾
病
の
成
り
立
ち

感
染
と
予
防

看
護
と
倫
理

患
者
の
心
理

保
健
医
療
福
祉
の
仕
組
み

看
護
と
法
律

基
礎
看
護

成
人
看
護

老
年
看
護

母
子
看
護

精
神
看
護

四

受
験
資
格

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

定
し
た
学
校
に
お
い
て
二
年
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
五
年
三
月
ま
で
に
修
業
す
る

見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

２

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師

養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
五
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

３

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

定
し
た
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

に
お
い
て
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
令
和
五
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

４

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
指

定
し
た
学
校
に
お
い
て
三
年
以
上
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
五
年
三
月
ま

で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

５

文
部
科
学
省
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指

定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
五
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

６

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
３
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能

を
有
す
る
と
認
め
た
も
の

７

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
６
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道

府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

五

試
験
方
法

四
肢
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験

六

受
験
手
続

１

受
験
願
書
の
請
求

ア

請
求
先

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
看
護
班
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三

丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号
〇
九
七－

五
〇
六－

二
六
五
四
）

イ

請
求
方
法

郵
送
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」
と
明
記
し
、
返
信
用
封
筒

を
同
封
す
る
こ
と
。

返
信
用
封
筒
は
角
二
型
と
し
、
宛
先
及
び
郵
便
番
号
を
明
記
の
上
、
百
四
十
円
分
の
切
手
（
複
数

部
を
請
求
す
る
場
合
は
必
要
相
当
額
分
の
切
手
）
を
貼
付
す
る
こ
と
。

ウ

請
求
期
間

令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
ま
で

な
お
、
郵
送
に
よ
る
受
付
は
十
一
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



付
け
る
。

エ

県
外
居
住
者
は
、
ア
の
請
求
先
へ
の
電
話
連
絡
後
に
請
求
す
る
こ
と
。

※
県
外
居
住
者
の
受
験
に
つ
い
て
は
、
会
場
等
の
都
合
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
の
で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２

受
験
願
書
の
受
付
期
間

令
和
五
年
一
月
四
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
令
和
五
年
一
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
る
。

３

受
験
願
書
の
提
出
先

１
の
ア
に
同
じ
。

ア

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
封
筒
に
「
准
看
護
師
試
験
受
験
願
書
在
中
」
と
明
記
し
、
書
留
郵
便
で
送

付
す
る
こ
と
。

イ

持
参
に
よ
る
受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

七

提
出
書
類

１

受
験
願
書

本
籍
地
都
道
府
県
名
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
は
、
戸
籍
記
載
の
と
お
り
記
入
す
る
こ
と
。

２

卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書

受
験
願
書
下
段
の
卒
業
（
見
込
み
）
証
明
書
欄
に
、
養
成
所
（
学
校
）
長
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
。

３

写
真
票

ア

写
真
は
、
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
を
貼
付
す
る
こ
と
。

イ

写
真
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

ウ

写
真
票
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

４

四
の
６
に
該
当
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
し
た
看
護
師
国
家
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写

し
（
大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
に
当
該
認
定
書
の
原
本
を
提
示
し
、
原
本
照
合
を
受
け
た
も

の
）

５

四
の
７
に
該
当
す
る
者
は
、
大
分
県
知
事
が
交
付
し
た
准
看
護
師
試
験
受
験
資
格
認
定
書
の
写
し

（
大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
に
当
該
認
定
書
の
原
本
を
提
示
し
、
原
本
照
合
を
受
け
た
も
の
）

八

試
験
手
数
料

六
千
九
百
円

１

大
分
県
収
入
証
紙
六
千
九
百
円
分
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
こ
と
。

ア

大
分
県
収
入
証
紙
は
消
印
し
な
い
こ
と
。

イ

収
入
印
紙
と
間
違
え
な
い
こ
と
。

２

県
外
の
受
験
者
は
、
大
分
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
付
す
る
か
、
又
は
郵
便
局
が
発
行
す
る
定

額
小
為
替
証
書
若
し
く
は
普
通
為
替
証
書
を
同
封
し
、
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
。

３

受
験
願
書
を
受
理
し
た
後
は
、
試
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

九

受
験
票
の
交
付

１

受
験
願
書
を
提
出
し
た
者
に
は
、
受
験
票
を
交
付
す
る
。

２

交
付
の
時
期
は
、
令
和
五
年
一
月
下
旬
頃
と
す
る
（
令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に

受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
に
は
、
十
七
の
問
合
せ
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。
）

３

受
験
票
は
、
試
験
当
日
に
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

十

受
験
に
伴
う
配
慮

視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者
で
受
験
を
希
望
す
る
も
の
、
そ
の
他
受

験
に
際
し
配
慮
が
必
要
な
場
合
は
、
令
和
五
年
一
月
十
一
日
（
水
曜
日
）
ま
で
に
大
分
県
福
祉
保
健
部
医

療
政
策
課
看
護
班
宛
て
申
し
出
る
こ
と
。
申
し
出
た
者
に
つ
い
て
は
、
受
験
の
際
に
そ
の
障
害
の
状
態
に

応
じ
て
必
要
な
配
慮
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一

災
害
等
に
関
す
る
注
意
事
項

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
試
験
開
始
時
間
が
遅
れ
る
場
合
や
試
験
が
実
施
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

試
験
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
後
日
再
試
験
を
実
施
す
る
。
再
試
験
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

十
二

受
験
の
無
効

１

准
看
護
師
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に

つ
い
て
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
な

お
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
期
間
を
定
め
て
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

２

卒
業
見
込
み
証
明
書
で
受
験
し
た
者
は
、
令
和
五
年
三
月
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で
に
卒
業
証
明
書
を

提
出
す
る
こ
と
（
必
着
）
。
同
日
ま
で
に
卒
業
証
明
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
受

験
を
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
提
出
期
限
以
後
に
卒
業
式
が
施
行
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
前
に
大

分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
ま
で
申
出
を
行
い
、
必
要
と
す
る
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

十
三

合
格
発
表

１

令
和
五
年
三
月
十
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
に
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
県
庁
舎
本
館
一
階
県
政
展

示
ホ
ー
ル
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
（
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
掲
載
は
、
シ
ス
テ
ム
の
都
合
上
、
多
少
遅
れ
る
場
合
が
あ
る
。
）
。

２

電
話
で
の
試
験
結
果
の
問
い
合
わ
せ
に
は
応
じ
な
い
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四
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免
許
職
種

実
技
試
験
の
科
目

学

科

試

験

の

科

目

関

連

学

科

指

導

方

法

系
基
礎
学
科

専
攻
学
科

配
管
科

１
配
管
施
工
図
作
成

２
配
管
施
工

１
建
築
工
学

２
安
全
衛
生

１
配
管
設
備

２
配
管
製
図

３
施
行
法

１
職
業
訓
練
原
理

２
教
科
指
導
法

３
訓
練
生
の
心
理

４
生
活
指
導

５
職
業
訓
練
関
係
法
規

竹
工
芸
科

竹
工
芸
製
品
製
作

１
デ
ザ
イ
ン

２
安
全
衛
生

１
材
料

２
工
作
法

そ
の
他
の
免
許
職

種

十
四

合
格
証
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

十
五

試
験
結
果
の
開
示

こ
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第

二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
の
要
領
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

開
示
の
対
象
と
す
る
内
容

総
合
得
点

２

開
示
場
所

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課

３

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
）
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。
）

４

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者
本
人

５

開
示
請
求
方
法

受
験
票
と
運
転
免
許
証
等
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。

６

開
示
方
法

口
頭
に
よ
る
。

十
六

個
人
情
報
に
つ
い
て

受
験
手
続
に
よ
り
得
た
個
人
情
報
は
、
准
看
護
師
試
験
に
関
係
す
る
業
務
以
外
で
は
利
用
し
な
い
。

十
七

試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

大
分
県
福
祉
保
健
部
医
療
政
策
課
看
護
班

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話
番
号
〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
六
五
四

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
令
和
四
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
区
分

１

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
行
う
免
許
職
種

配
管
科
及
び
竹
工
芸
科

２

学
科
試
験
の
う
ち
、
指
導
方
法
の
み
を
行
う
免
許
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
一
に
掲
げ

る
免
許
職
種
（
１
の
免
許
職
種
を
除
く
。
）

二

試
験
の
科
目

三

受
験
資
格

試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

な
お
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

２

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

試
験
の
免
除

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
四
十
六
条
の
表
の
上
欄
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

五

試
験
の
日
時

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

六

試
験
の
場
所

大
分
市
大
字
下
宗
方
千
三
十
五
番
地
の
一

大
分
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
高
等
技
術
専
門
校

七

受
験
申
請
手
続

１

申
請
方
法

郵
送
、
持
参
又
は
電
子
申
請

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五
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２

受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

㈠

受
付
期
間

令
和
四
年
十
月
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

な
お
、
郵
送
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
の
消

印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

㈡

受
付
時
間

ア

持
参
す
る
場
合

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

イ

電
子
申
請
の
場
合

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）
の
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

３

受
験
申
請
書
類

受
験
申
請
書
、
写
真
二
枚
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
正
面
脱
帽
で
撮
影
し
た
も
の
を
受
験
申
請
書
及

び
受
験
票
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
、
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
学
科

試
験
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
「
四

試
験
の
免
除
」
に
該
当

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

４

書
類
の
提
出
先

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課

５

受
験
手
数
料

次
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
大
分
県
収
入
証
紙
で
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
子
申
請
を
行
う
場

合
は
、
納
入
通
知
書
払
い
又
は
電
子
納
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

実
技
試
験

一
万
五
千
八
百
円

学
科
試
験

三
千
百
円

八

受
験
票
の
送
付

受
験
申
請
の
受
付
後
、
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
に
お
い
て
審
査
の
上
、
受
験
票
を

交
付
す
る
。

九

合
否
判
定
の
基
準

１

実
技
試
験
並
び
に
学
科
試
験
の
指
導
方
法
、
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
全
て
に
つ
い
て
、
満
点

の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、
学
科
試
験
の
う
ち
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
科
目
の
全
て

に
つ
い
て
、
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
す
る
。

２

実
技
試
験
に
つ
い
て
、
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
実
技
試
験
に
限
り
合
格
と
す
る
。

３

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
つ
い
て
、
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
指
導
方
法
に
限
り
合
格
と
す
る
。

４

学
科
試
験
の
う
ち
系
基
礎
学
科
又
は
専
攻
学
科
に
つ
い
て
、
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か

つ
、
当
該
学
科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
、
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

十

合
格
者
の
発
表

令
和
四
年
十
二
月
十
五
日
（
木
曜
日
）
に
大
分
県
庁
舎
本
館
一
階
の
県
民
ホ
ー
ル
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
登
載
し
、
本
人
宛
て
書
面
で
通
知
す
る
。

十
一

そ
の
他

１

詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
雇
用
労
働
政
策
課
（
電
話
〇
九
七－

五
〇
六－

三
三

三
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２

受
験
申
請
後
、
住
所
、
勤
務
先
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
雇

用
労
働
政
策
課
に
連
絡
す
る
こ
と
。

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
催
期
日

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で

二

開
催
場
所

農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー

畜
産
研
究
部

大
分
県
立
農
業
大
学
校

三

家
畜
の
種
類

牛

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

日
田
市
大
字
友
田
字
荻
鶴
千
五
十
七
番
一
ほ
か
十
九
筆
及
び
千
五
十
七
番
十
六
ほ
か
四
筆
の
各
地
先
里

道
二

開
発
区
域
の
面
積

三
千
五
百
八
十
五
・
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

六



三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

日
田
市
大
字
庄
手
六
百
四
十
七
番
地

日
田
天
領
水
の
里
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石

井

賢

治

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
四
年
九
月
六
日

令
和
四
年
九
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

七


